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諮問庁：外務大臣 

諮問日：平成２８年７月１４日（平成２８年（行情）諮問第４６３号） 

答申日：平成２８年１０月１９日（平成２８年度（行情）答申第４６１号） 

事件名：「Ｔｈｅ Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ ｆｏｒ Ｊａｐａｎ－Ｕ．Ｓ． 

Ｄｅｆｅｎｓｅ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ」（Ａｐｒｉｌ ２７，

２０１５)の日本語訳を策定するに当たっての決裁関連文書の不開示

決定に関する件 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「『Ｔｈｅ Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ ｆｏｒ Ｊａｐａｎ－Ｕ．Ｓ． 

Ｄｅｆｅｎｓｅ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ』（Ａｐｒｉｌ ２７，２０

１５)の日本語訳『日米防衛協力のための指針』（２０１５年４月２７

日）を策定するに当たっての決裁関連文書」（以下「本件対象文書」と

いう。）につき，その全部を不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく本件対象文書の開示請求に対し，平成２８年３月７日付

け情報公開第００４９８号により外務大臣（以下「処分庁」又は「諮問

庁」という。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について，

その取消しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべきで

ある。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

処分庁は，異議申立人が平成２８年１月５日付けで行った開示請求

「『Ｔｈｅ Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ ｆｏｒ Ｊａｐａｎ－Ｕ．Ｓ． Ｄ

ｅｆｅｎｓｅ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ』（Ａｐｒｉｌ ２７，２０１

５)の日本語訳『日米防衛協力のための指針』(２０１５年４月２７日)を

策定するに当たっての決裁関連文書の全て。」に対し，１文書を特定の上，

その全部を不開示とする原処分を行った（平成２８年３月７日付け情報公

開第００４９８号）。 

２ 本件対象文書について 

本件異議申立ての対象となる文書は，本件対象文書である。  
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３ 不開示とした部分について 

本件対象文書には，公にしないことを前提としたわが国政府部内の協議

の内容に関する情報が記録されており，公にすることにより，政府部内の

率直な意見交換及び意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるこ

とから，法５条５号に該当し，不開示とした。 

４ 異議申立人の主張について 

異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分につい

ては開示すべきである」として，原決定の取消しを求めている。 

しかしながら，当省は，上記２のとおり，本件対象文書の法５条該当性

を十分に検討した結果，その全てが上記２のとおり同条５号に該当するこ

とから不開示としたものであることから，異議申立人の主張には理由がな

い。 

５ 結論 

上記の論拠に基づき，当省としては，原処分を維持することが適当であ

ると判断する。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。

① 平成２８年７月１４日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年１０月３日     本件対象文書の見分及び審議 

④ 同月１７日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，「Ｔｈｅ Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ ｆｏｒ Ｊａｐａ

ｎ－Ｕ．Ｓ． Ｄｅｆｅｎｓｅ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ」（Ａｐｒｉｌ 

２７，２０１５)の日本語訳を策定するに当たっての決裁関連文書である。 

諮問庁は，本件対象文書が法５条５号に該当するとして不開示とした原

処分を妥当としていることから，以下，本件対象文書の見分結果に基づき，

不開示情報該当性について検討する。 

２ 不開示情報該当性について 

   本件対象文書には，「Ｔｈｅ Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ ｆｏｒ Ｊａｐ

ａｎ－Ｕ．Ｓ． Ｄｅｆｅｎｓｅ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ」（Ａｐｒｉ

ｌ ２７，２０１５) （以下「Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ」という。）の日本

語訳を策定するに当たって，政府部内にて検討した情報が記載されている。 

本件対象文書は，日米間で交渉を行ったＧｕｉｄｅｌｉｎｅｓについて

いかなる日本語訳が適切か政府内で検討した文書であって，これを公にす

ることにより，政府部内における未成熟な検討内容が明らかとなり，今後
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の英文文書の日本語訳策定作業において政府部内での自由闊達な議論に支

障を来すなど，政府部内の率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれが

あると認められるので，法５条５号に該当し，不開示とすることが妥当で

ある。 

３ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その全部を法５条５号に該当す

るとして不開示とした決定については，同号に該当すると認められるので，

妥当であると判断した。 

（第２部会） 

委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 




